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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼科的介入システムを患者の眼に相互連結するためのシステムであって、
　ａ．前記介入システムと機械的インターフェース接合されるように構成され、下方に延
在する円錐形底端部を有し、光学要素を取り付ける中空内部を規定する近位部分を具え、
更に、間に間隙を有するように前記近位部分の前記円錐形底端部を内部に重ね入れる円錐
形上端部を有し、前記患者の眼に取り外し可能かつ密閉可能に連結されるように構成され
た眼インターフェース表面を下端部に有する遠位部分を具えるリザーバ筐体であって、前
記眼インターフェースは、光学開口部が前記介入システムから前記患者の眼まで前記リザ
ーバ筐体を通って延在するように前記光学要素の下側に開口部を規定し、前記遠位部分が
前記眼に連結されたとき、前記近位部分および前記遠位部分は、重ね入れた円錐形端部の
間の前記間隙および前記光学要素と前記眼の間の前記光学開口部にわたる空間に連結され
た内部容積を規定し、大気へと開いた複数のアクセス特徴を更に有する、リザーバ筐体と
；
　ｂ．前記リザーバ筐体の前記内部容積内に形成され、重力により前記光学要素と前記眼
の間の空間を充填した液体の層であって、前記複数のアクセス特徴のうち１つを介して重
力により追加の液体を直接加えることができる、あるいは前記患者および／または患者イ
ンタフェースの配向を変化させることにより前記複数のアクセス特徴のうち１つを介して
前記内部容積から液体を流出させることができる、液体層と、
を具えることを特徴とするシステム。
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【請求項２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記近位部分と前記遠位部分が取り外し可能に互
いに連結されていることを特徴とするシステム。
【請求項３】
　請求項２に記載のシステムにおいて、前記２つの部分が、真空連結インターフェース、
締まり嵌めインターフェース、電磁連結インターフェース、手動で作動される機械的イン
ターフェース、および電気機械的に作動される機械的インターフェースから成る群から選
択される構成を使用して、取り外し可能に互いに連結されていることを特徴とするシステ
ム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記光学要素は、近位表面および遠位表面を有す
るレンズを具えていることを特徴とするシステム。
【請求項５】
　請求項４に記載のシステムにおいて、前記レンズの遠位表面は、凸状表面であることを
特徴とするシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記眼インターフェース表面は、柔軟な円周密閉
部材を具えていることを特徴とするシステム。
【請求項７】
　請求項６に記載のシステムにおいて、前記密閉部材は２つの円周層を具え、真空空間が
前記２つの層間に介在することを特徴とするシステム。
【請求項８】
　請求項７に記載のシステムにおいて、前記円周層のうちの少なくとも１つは、先細断面
を有することを特徴とするシステム。
【請求項９】
　請求項７に記載のシステムにおいて、前記円周層のうちの少なくとも１つは、少なくと
も部分的に球状である形状を具えていることを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　請求項７に記載のシステムにおいて、真空負荷を前記真空空間内に印加するように構成
されている真空負荷デバイスをさらに具えていることを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のシステムにおいて、前記真空負荷デバイスは、約２００ｍｍＨｇか
ら約６００ｍｍＨｇの真空負荷を印加するように構成されていることを特徴とするシステ
ム。
【請求項１２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記液体層が、水、生理食塩水、油、粘弾性ゲル
、およびペルフルオロカーボン液体から選択される材料を具えることを特徴とするシステ
ム。
【請求項１３】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記複数のアクセス特徴が、前記遠位部分の上端
で前記近位部分と前記遠位部分の間に形成された円形状間隙により規定されることを特徴
とするシステム。
【請求項１４】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記遠位部分が、前記円錐形上端部から横方向に
離れて延在するハンドルを有していることを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のシステムにおいて、前記遠位部分が手によって前記眼の上の所望の
位置まで容易に操作され、その後に、前記眼インターフェース表面が前記患者の眼に連結
されることを特徴とするシステム。
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【請求項１６】
　請求項１５に記載のシステムにおいて、前記眼インターフェース表面が、真空空間がそ
の間に介在するように２つの柔軟な円周層を具えており、前記眼インターフェース表面を
前記患者の眼に連結するために真空ポートを通して真空を適用できるように、前記遠位部
分が前記ハンドルに隣接した前記真空ポートに接続される真空チャネルを有していること
を特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼科的手術手技およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　白内障摘出は、世界で最も一般に行われている手術手技の１つであり、米国では、年間
約４００万例、世界では、１，５００万例が行われている。この市場は、埋込のための眼
内レンズ、手術操作を促進するための粘弾性ポリマー、水晶体超音波乳化吸引術用先端を
含む使い捨て器具類、管類、ならびに、種々のナイフおよび鉗子を含む種々のセグメント
から成る。現代の白内障手術は、典型的には、「水晶体超音波乳化吸引術」と称される、
技法を使用して行われ、そこでは、冷却目的のための関連付けられた水流を伴う超音波先
端は、「前嚢切開術」またはより最近では「切嚢術」と称される前水晶体嚢の開口部の生
成後、水晶体の比較的に硬質の核の形を整えるために使用される。これらのステップ、な
らびに断片化を伴わない吸引法による残留するより軟質の水晶体皮質の除去後、合成折畳
式眼内レンズ、すなわち、「ＩＯＬ」が小切開を通して、眼内に挿入され得る。
【０００３】
　この手技における最先かつ最も重要なステップの１つは、切嚢術の構築、すなわち、そ
の施行である。「缶オープナー式嚢切開術」と称される、先行技法から進化したこのステ
ップにおいて、鋭利な針を使用して前水晶体嚢を円形に穿孔した後、典型的には、直径５
－８ｍｍの範囲の水晶体嚢の円形断片の除去が続く。これは、水晶体超音波乳化吸引術に
よって、核の形を整える次のステップを促進する。缶オープナー式技法の変形例と関連付
けられた種々の合併症のため、乳化ステップに先行する前水晶体嚢の除去のためのより優
れた技法を開発するための試みがその分野における第一人者によって行われていた。切嚢
術の概念は、平滑な連続円形開口部を提供することであり、平滑な連続円形開口部を通し
て、核の水晶体超音波乳化吸引術を安全かつ容易に行うことができるだけではなく、また
、眼内レンズの容易な挿入も行える。それは、挿入のためのクリアな中心アクセス、患者
による網膜への像の透過のための恒久的開口と、転位の潜在性を制限するであろう残りの
嚢の内側のＩＯＬの支持とを提供する。
【０００４】
　レーザを採用し、精密な切嚢術幾何学形状と、種々のタイプの組織構造弛緩切開等の他
の所望の切開との生成を支援するもの等、より現代の技法については、例えば、特許文献
１～特許文献５、米国出願公開第２００８／０２８３０３号、および米国特許出願第６１
／２８９，８３７号、第６１／２９３，３５７号、第６１／２９７，６２４号、および第
６１／３０２，４３７号に開示されている。これらの技術の各々は、概して、患者インタ
ーフェース、すなわち、患者の眼とレーザおよび関連付けられた撮像システムとを結合し
、診断および撮像技術と関連患者組織構造との間の相互作用を最適化する構造を要求する
。白内障患者の治療の標準を進歩させるために、患者インターフェース選択肢のさらなる
最適化の必要性が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６／０１９５０７６号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１０／０１９１２２６号明細書
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【特許文献３】米国特許出願公開第２００８／０２８１４１３号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００９／００１２５０７号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２０１０／０１３７８５０号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態は、眼科的介入システムを患者の眼に相互連結するためのシステムであって
、ａ．内部容積を画定し、近位端および遠位端を有する中空リザーバ筐体であって、遠位
端が取り外し可能かつ密閉可能に、患者の眼に連結されるように構成されている眼インタ
ーフェース表面を備え、近位端が内部容積内外に液体またはガスを輸送するために、内部
容積への自由なアクセスを可能にするように、介入システムと機械的にインターフェース
接合されるように構成されている、中空リザーバ筐体と、ｂ．中空リザーバ筐体に固定し
て連結され、内部容積の一部を占有している光学要素と、ｃ．リザーバ筐体の内部容積内
に形成され、重力負荷を含む１つ以上の負荷を介して、光学要素と眼との間に位置付けら
れている液体層とを備えているシステムを対象とする。中空リザーバ筐体は、取り外し可
能に互に連結され得る２つの部品を備え得る。２つの部品は、真空連結インターフェース
、締まり嵌めインターフェース、電磁連結インターフェース、手動で作動される機械的イ
ンターフェース、および電気機械的に作動される機械的インターフェースから成る群から
選択される構成を使用して、取り外し可能に、互に連結され得る。光学要素は、近位表面
および遠位表面を有するレンズを備え得る。レンズの遠位表面は、凸状表面であり得る。
眼インターフェース表面は、柔軟な円周密閉部材を備え得る。密閉部材は、２つの円周層
を備え、真空空間が、２つの層間に介在し得る。システムはさらに、真空負荷を真空空間
内に印加するように構成されている、真空負荷デバイスを備え得る。円周層のうちの少な
くとも１つは、先細断面を有し得る。円周層のうちの少なくとも１つは、少なくとも部分
的に球状である形状を備え得る。液体層は、容積約２立方センチメートルを備え得る。
【０００７】
　液体層は、水、生理食塩水、油、粘弾性ゲル、およびペルフルオロカーボン液体から選
択される、材料を備え得る。真空負荷デバイスは、水銀の約２００ｍｍから約６００ｍｍ
の真空負荷を印加するように構成され得る。中空リザーバ筐体は、近位部品および遠位部
品を備え得、光学要素は、遠位部品に固定して連結される。中空リザーバ筐体は、近位部
品および遠位部品を備え得、光学要素は、近位部品に固定して連結され得る。液体層は、
光学要素と直接接触し得る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、診断／介入眼科的システムの一実施形態を例証する。
【図２Ａ】図２Ａ－２Ｃは、患者の角膜に隣接して係合される焦点レンズを特徴とする、
患者インターフェース構成の側面を例証する。
【図２Ｂ】図２Ａ－２Ｃは、患者の角膜に隣接して係合される焦点レンズを特徴とする、
患者インターフェース構成の側面を例証する。
【図２Ｃ】図２Ａ－２Ｃは、患者の角膜に隣接して係合される焦点レンズを特徴とする、
患者インターフェース構成の側面を例証する。
【図３Ａ】図３Ａ－３Ｃは、一体型患者インターフェース実施形態の側面を例証する。
【図３Ｂ】図３Ａ－３Ｃは、一体型患者インターフェース実施形態の側面を例証する。
【図３Ｃ】図３Ａ－３Ｃは、一体型患者インターフェース実施形態の側面を例証する。
【図４Ａ】図４Ａ－４Ｅは、２部品型患者インターフェース実施形態の側面を例証する。
【図４Ｂ】図４Ａ－４Ｅは、２部品型患者インターフェース実施形態の側面を例証する。
【図４Ｃ】図４Ａ－４Ｅは、２部品型患者インターフェース実施形態の側面を例証する。
【図４Ｄ】図４Ａ－４Ｅは、２部品型患者インターフェース実施形態の側面を例証する。
【図４Ｅ】図４Ａ－４Ｅは、２部品型患者インターフェース実施形態の側面を例証する。
【図５Ａ】図５Ａ－５Ｃは、液体インターフェース２部品型患者インターフェース実施形



(5) JP 5991723 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

態の側面を例証する。
【図５Ｂ】図５Ａ－５Ｃは、液体インターフェース２部品型患者インターフェース実施形
態の側面を例証する。
【図５Ｃ】図５Ａ－５Ｃは、液体インターフェース２部品型患者インターフェース実施形
態の側面を例証する。
【図６Ａ】図６Ａ－６Ｄは、図１－５Ｃを参照して説明されるもの等の構成を利用するた
めの技法の側面を例証する。
【図６Ｂ】図６Ａ－６Ｄは、図１－５Ｃを参照して説明されるもの等の構成を利用するた
めの技法の側面を例証する。
【図６Ｃ】図６Ａ－６Ｄは、図１－５Ｃを参照して説明されるもの等の構成を利用するた
めの技法の側面を例証する。
【図６Ｄ】図６Ａ－６Ｄは、図１－５Ｃを参照して説明されるもの等の構成を利用するた
めの技法の側面を例証する。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　前述に簡単に説明されるように、白内障診断および介入システムの一実施形態は、超高
速（「ＵＦ」）光源４（例えば、フェムト秒レーザ）を含む、図１に示されるシステム（
２）等、光学ビームを患者の眼（６８）内に投影または走査するシステムによって実装さ
れ得る。このシステムを使用して、ビームが３次元：Ｘ、Ｙ、Ｚにおいて、患者の眼内で
走査され得る。この実施形態では、ＵＦ波長は、１０１０ｎｍから１１００ｎｍの間で変
動し、パルス幅は、１００ｆｓから１００００ｆｓの間で変動し得る。パルス反復周波数
も、１０ｋＨｚから２５０ｋＨｚの間で変動し得る。非標的組織への意図されない損傷に
関する安全性限界は、反復率およびパルスエネルギーに関する上限の境界を定める一方、
閾値エネルギー、手技を完了するための時間、および安定性は、パルスエネルギーおよび
反復率の下限の境界を定める。眼（６８）、具体的には、眼の水晶体（６９）および前嚢
内における焦点スポットのピーク電力は、十分に大きく、光学破壊を産生し、プラズマ媒
介アブレーションプロセスを開始させる。近赤外線波長は、生物学的組織中の線形光学吸
収および散乱がそのスペクトル範囲にわたって低減されるので、好ましい。実施例として
、レーザ（４）は、反復率１００ｋＨｚにおいて５００ｆｓのパルスであって、個々のパ
ルスエネルギーが１０マイクロジュール範囲のパルスを産生する反復パルス１０３５ｎｍ
デバイスであり得る。
【００１０】
　レーザ（４）は、入力および出力デバイス（３０２）を介して、制御電子機器（３００
）によって、制御され、光学ビーム（６）を生成する。制御電子機器（３００）は、コン
ピュータ、マイクロコントローラ等であり得る。この実施例では、システム全体がコント
ローラ（３００）によって制御され、データは、入力／出力デバイスＩＯ（３０２）を通
して移動される。グラフィカルユーザインターフェースＧＵＩ３０４を使用して、システ
ム動作パラメータを設定し、ＧＵＩ（３０４）上でユーザ入力（ＵＩ）（３０６）を処理
し、眼球構造の像等の収集した情報を表示し得る。
【００１１】
　発生したＵＦ光ビーム（６）は、半波長板（８）および線形偏光子（１０）を通過して
、患者眼（６８）に向かって進む。ビームの偏光状態は、所望の量の光が半波長板（８）
および線形偏光子（１０）を通過するように調節することができ、半波長板（８）および
線形偏光子（１０）は、一緒に、ＵＦビーム（６）のための可変減衰器として作用する。
加えて、線形偏光子（１０）の配向は、ビーム結合器（３４）に入射する入射偏光状態を
決定し、それによって、ビーム結合器処理量を最適化する。
【００１２】
　ＵＦビームは、シャッタ（１２）、開口（１４）、およびピックオフデバイス（１６）
を通って進む。システム制御式シャッタ（１２）は、手技および安全性理由から、レーザ
のオン／オフ制御を確実にする。開口は、レーザビームの外側有効直径を設定し、ピック
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オフは、有効ビームの出力を監視する。ピックオフデバイス（１６）は、部分的に反射す
る鏡（２０）および検出器（１８）を含む。パルスエネルギー、平均電力、または組み合
わせは、検出器（１８）を使用して測定され得る。情報は、減衰に対する半波長板（８）
へのフィードバックのために、およびシャッタ（１２）が開放または閉鎖しているかどう
かを検証するために使用することができる。加えて、シャッタ（１２）は、位置センサを
有し、冗長状態検出を提供し得る。
【００１３】
　ビームは、ビーム調整段（２２）を通過し、そこで、ビームの直径、発散、真円度、お
よび非点収差等のビームパラメータを修正することができる。この例証的実施例では、ビ
ーム調整段（２２）は、意図されたビームサイズおよび平行化を達成するために、球状光
学（２４）および（２６）から成る、２要素ビーム拡大望遠鏡を含む。ここでは例証され
ないがアナモフィックまたは他の光学系を使用して、所望のビームパラメータを達成する
ことができる。これらのビームパラメータを決定するために使用される要因として、治療
場所における、レーザの出力ビームパラメータ、システムの全体的倍率、および所望の開
口数（ＮＡ）が挙げられる。加えて、光学系（２２）を使用して、所望の場所（例えば、
後述の２軸走査デバイス５０間の中心場所）に対して、開口（１４）を結像することがで
きる。このように、開口（１４）を通過させる光の量は、走査システムを通過させるよう
に確保される。次いで、ピックオフデバイス（１６）は、使用可能な光の信頼できる測定
器である。
【００１４】
　調整段（２２）を出射後、ビーム（６）は、折畳鏡（２８、３０、および３２）に反射
する。これらの鏡は、整列目的のために調節可能であることができる。ビーム（６）は、
次いで、ビーム結合器（３４）に入射する。ビーム結合器（３４）は、ＵＦビーム（６）
を反射させる（および、後述のＯＣＴ１１４および照準２０２ビームの両方を透過させる
）。効率的ビーム結合器動作のために、入射角は、好ましくは、４５度を下回るように維
持され、可能である場合、ビームの偏光は、固定される。ＵＦビーム（６）に対して、線
形偏光子（１０）の配向は、固定された偏光を提供する。
【００１５】
　ビーム結合器（３４）の後、ビーム（６）は、ｚ調節またはＺ走査デバイス（４０）上
へと続く。この例証的実施例では、ｚ調節は、２つのレンズ群（４２および４４）（各レ
ンズ群は、１つ以上のレンズを含む）を伴う、ガリレオ式望遠鏡を含む。レンズ群（４２
）は、望遠鏡の視準位置を中心として、ｚ軸に沿って移動する。このように、患者の眼（
６８）内のスポットの焦点位置は、示されるｚ軸に沿って移動する。一般に、レンズ（４
２）の動きと焦点の動きとの間には、固定された線形関係が存在する。この場合、ｚ調節
望遠鏡は、約２倍のビーム膨張比と、１：１関係のレンズ（４２）の移動対焦点の移動と
を有する。代替として、レンズ群（４４）は、ｚ軸に沿って移動し、ｚ調節を作動させ、
走査し得る。ｚ調節は、眼（６８）内の治療のためのｚ走査デバイスである。これは、シ
ステムによって、自動的かつ動的に制御され、次に説明されるＸ－Ｙ走査デバイスと独立
または相互作用するように選択することができる。鏡（３６および３８）は、光学軸をｚ
調節デバイス（４０）の軸と整列させるために使用することができる。ｚ調節デバイス（
４０）を通過後、ビーム（６）は、鏡（４６および４８）によって、ｘ－ｙ走査デバイス
に方向付けられる。鏡（４６および４８）は、整列目的のために調節可能であることがで
きる。Ｘ－Ｙ走査は、制御電子機器（３００）の制御下で、好ましくは２つの鏡（５２お
よび５４）を使用して、走査デバイス（５０）によって達成され、２つの鏡は、モータ、
検流計、または任意の他の周知の光学移動デバイスを使用して、直交方向に回転する。鏡
（５２および５４）は、後述の対物レンズ（５８）および焦点レンズ（６６）の組み合わ
せのテレセントリック位置近傍に位置する。これらの鏡（５２／５４）を傾斜させること
によって、それらにビーム（６）を偏向させ、患者の眼（６８）内に位置するＵＦ焦点の
平面において、側方変位を生じさせる。対物レンズ（５８）は、示されるように、複合多
要素レンズ要素であって、レンズ（６０、６２、および６４）によって表され得る。レン
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ズ（５８）の複雑性は、走査視野サイズ、焦点スポットサイズ、対物レンズ５８の近位側
および遠位側の両方における利用可能な作業距離、ならびに収差制御の量によって、決定
付けられるであろう。１５ｍｍ直径の入力ビームサイズを伴う、１０ｍｍの視野にわたっ
て、１０μｍのスポットサイズを発生させる焦点距離６０のｆ－シータレンズ５８は、実
施例の１つである。代替として、スキャナ（５０）によるＸ－Ｙ走査は、同様に、入力お
よび出力デバイス（３０２）を介して、制御電子機器（３００）によって制御され得る、
１つ以上の可動光学要素（例えば、レンズ、回折格子）を使用することによって、達成さ
れ得る。
【００１６】
　照準および治療走査パターンは、自動的に、コントローラ（３００）の制御下、スキャ
ナ（５０）によって発生させることができる。そのようなパターンは、光の単一スポット
、光の複数のスポット、光の連続パターン、光の複数の連続パターン、および／またはこ
れらの任意の組み合わせから成り得る。加えて、照準パターン（後述の照準ビーム２０２
を使用して）は、治療パターン（光ビーム６を使用して）と同じである必要はないが、好
ましくは、少なくとも、治療光が患者安全性のために、所望の標的面積内のみに送達され
ることを確保するために、その境界を画定する。これは、例えば、照準パターンに、意図
された治療パターンの輪郭を提供させることによって行われ得る。このように、治療パタ
ーンの空間的範囲は、個々のスポット自体の正確な場所ではないにしても、ユーザに把握
され、走査は、したがって、速度、効率、および精度のために最適化され得る。照準パタ
ーンは、ユーザに対するその可視性をさらに向上させるために、点滅として知覚されるよ
うにもされ得る。
【００１７】
　同様に、任意の好適な眼科用レンズであり得る、「コンタクトレンズ」と広義に称され
る場合がある、随意の焦点レンズ（６６）を使用して、光学ビーム（６）を患者の眼（６
８）内にさらに集束するのを支援する一方、眼位置を安定化させるのを支援することがで
きる。光学ビーム６の位置付けならびにその特性および／またはビーム６が眼（６８）上
に形成する走査パターンはさらに、ジョイスティック、または任意の他の適切なユーザ入
力デバイス（例えば、ＧＵＩ３０４）等の入力デバイスを使用して、患者および／または
光学系を位置付けることによって、制御され得る。
【００１８】
　ＵＦレーザ（４）およびコントローラ（３００）は、眼（６８）内の標的構造の表面を
標的とするように設定され、ビーム（６）が必要に応じて集束され、非標的組織を非意図
的に損傷しないよう確実にすることができる。例えば、光干渉断層撮影法（ＯＣＴ）、Ｐ
ｕｒｋｉｎｊｅ撮影法、Ｓｃｈｅｉｍｐｆｌｕｇ撮影法、共焦点または非線形光学顕微鏡
法、蛍光撮像法、あるいは超音波等、本明細書に説明される撮像モダリティおよび技法を
使用して、レンズおよび水晶体嚢の場所を決定し、その厚さを測定し、２Ｄおよび３Ｄパ
ターン化を含むレーザ集束法に対し、より正確性をもたらし得る。レーザ集束はまた、照
準ビーム、光干渉断層撮影法（「ＯＣＴ」）、Ｐｕｒｋｉｎｊｅ撮像法、Ｓｃｈｅｉｍｐ
ｆｌｕｇ撮像法、共焦点または非線形光学顕微鏡法、蛍光撮像法、超音波、または他の周
知の眼科用または医療用撮像モダリティおよび／またはそれらの組み合わせの直接観察を
含む、１つ以上の方法を使用して、遂行され得る。図１の実施形態では、ＯＣＴデバイス
（１００）が説明される。眼のＯＣＴ走査は、前および後水晶体嚢の軸方向場所、白内障
核の境界、ならびに前房の深度に関する情報を提供するであろう。この情報は、次いで、
制御電子機器（３００）内にロードされ、後続のレーザ支援手術手技をプログラムおよび
制御するために使用される。情報はまた、例えば、とりわけ、水晶体嚢の切除、水晶体皮
質および核のセグメント化のために使用される焦点面の軸方向上限および下限、および、
水晶体嚢の厚さ等、手技に関連する種々のパラメータを決定するために使用され得る。
【００１９】
　図１におけるＯＣＴデバイス（１００）は、ファイバ結合器（１０４）によって、基準
アーム（１０６）およびサンプルアーム（１１０）に分割されるブロードバンドまたは掃
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引光源（１０２）を含む。基準アーム（１０６）は、好適な分散および経路長補償ととも
に、基準反射を含むモジュール（１０８）を含む。ＯＣＴデバイス（１００）のサンプル
アーム（１１０）は、ＵＦレーザシステムの残りに対するインターフェースとしての役割
を果たす出力コネクタ（１１２）を有する。基準およびサンプルアーム（１０６、１１０
）両方からの戻り信号は、次いで、結合器（１０４）によって、時間領域、周波数、また
は単一点検出技法のいずれかを採用する、検出デバイス（１２８）に方向付けられる。図
１では、周波数領域技法がＯＣＴ波長９２０ｎｍおよび帯域幅１００ｎｍで使用される。
コネクタ（１１２）から出射すると、ＯＣＴビーム（１１４）は、レンズ（１１６）を使
用して、平行化される。平行化されたビーム（１１４）のサイズは、レンズ（１１６）の
焦点距離によって決定される。ビーム（１１４）のサイズは、眼内の焦点における所望の
ＮＡ、および、眼（６８）に通じるビーム列の倍率によって、決定付けられる。概して、
ＯＣＴビーム（１１４）は、焦点面において、ＵＦビーム（６）と同じ高さのＮＡを必要
とせず、したがって、ＯＣＴビーム（１１４）は、ビーム結合器（３４）場所において、
ＵＦビーム（６）より小さい直径である。平行化レンズ（１１６）の後に、開口（１１８
）が続き、眼において、ＯＣＴビーム（１１４）の得られるＮＡをさらに修正する。開口
（１１８）の直径は、標的組織に入射するＯＣＴ光および戻り信号の強度を最適化するよ
うに選択される。能動的または動的であり得る、偏光制御要素（１２０）は、例えば、角
膜複屈折の個々の差によって誘発され得る、偏光状態変化を補償するために使用される。
鏡（１２２および１２４）は、次いで、ＯＣＴビーム１１４をビーム結合器（１２６およ
び３４）に向かって方向付けるために使用される。鏡（１２２および１２４）は、整列目
的のために、特に、ビーム結合器（３４）後のＵＦビーム（６）にＯＣＴビーム（１１４
）を重ねるために、調節可能であり得る。同様に、ビーム結合器（１２６）は、ＯＣＴビ
ーム（１１４）と後述の照準ビーム（２０２）を組み合わせるために使用される。ビーム
結合器（３４）後のＵＦビーム（６）と組み合わせられると、ＯＣＴビーム（１１４）は
、システムの残りを通して、ＵＦビーム（６）と同一経路を辿る。このように、ＯＣＴビ
ーム（１１４）は、ＵＦビーム（６）の場所を示す。ＯＣＴビーム（１１４）は、ｚ走査
４０およびｘ－ｙ走査（５０）デバイス、次いで、対物レンズ（５８）、焦点レンズ（６
６）を通して、眼（６８）内へと通過する。眼内の構造からの反射および散乱は、光学系
を通して、コネクタ（１１２）内へ、結合器（１０４）を通して、ＯＣＴ検出器（１２８
）まで戻る戻りビームを提供する。これらの戻り反射は、順に、ＵＦビーム（６）焦点場
所のＸ、Ｙ、Ｚにおける場所に関して、システムによって解釈される、ＯＣＴ信号を提供
する。
【００２０】
　ＯＣＴデバイス（１００）は、その基準アームとサンプルアームとの間の光学経路長の
差を測定する原理に基づいて作用する。したがって、ｚ調節４０を通るＯＣＴの通過は、
光学経路長が４２の移動の関数として変化しないので、ＯＣＴシステム（１００）のｚ範
囲を拡張させない。ＯＣＴシステム（１００）は、検出方式に関連する固有のｚ範囲を有
し、周波数領域検出の場合、具体的には、分光計および光源の光学帯域幅に関連する。図
１において使用される場合、ｚ範囲は、水性環境において、約３－５ｍｍである。ｚ調節
（４０）のｚ走査を通してのサンプルアーム内のＯＣＴビーム（１１４）の通過は、ＯＣ
Ｔ信号強度の最適化を可能にする。これは、ＯＣＴシステム（１００）の基準アーム（１
０６）内の経路を相応して増加させることによって拡張された光学経路長に対応しながら
、ＯＣＴビーム（１１４）を標的構造上に集束させることによって遂行される。
【００２１】
　浸漬指数、屈折、および、収差等の影響による、ＵＦ焦点デバイスに関するＯＣＴ測定
の基本的差異のため、ＵＦビーム焦点場所に関するＯＣＴ信号の分析の際、有色および単
色の両方の配慮がなされなければならない。Ｘ、Ｙ、Ｚの関数としての較正また位置合わ
せ手技は、ＯＣＴ信号情報を、ＵＦ焦点場所に一致させるために、および、絶対寸法量に
関連付けるために行われるべきである。
【００２２】
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　照準ビームの観察も、ユーザがＵＦレーザ焦点を指図することを補助をするために使用
され得る。加えて、赤外線ＯＣＴおよびＵＦビームの代わりに、肉眼で可視である照準ビ
ームは、照準ビームが正確に、赤外線ビームパラメータを表すことを前提として、アライ
メントに有用であることができる。照準サブシステム（２００）は、図１に示される構成
において採用される。照準ビーム（２０２）は、６３３ｎｍの波長で動作する、ヘリウム
ネオン等の照準ビーム光源（２０１）によって発生される。代替として、６３０－６５０
ｎｍ範囲のレーザダイオードが使用され得る。ヘリウムネオン６３３ｎｍビームを使用す
る利点は、例えば、ビーム列の光学品質を測定するために、レーザ不均等経路干渉計（Ｌ
ＵＰＩ）として、照準経路の使用を可能にするであろうその長い干渉長である。照準ビー
ム光源が照準ビーム（２０２）を発生させると、照準ビーム（２０２）は、レンズ（２０
４）を使用して、平行化される。平行化されたビームのサイズは、レンズ（２０４）の焦
点距離によって決定される。照準ビーム（２０２）のサイズは、眼内の焦点における所望
のＮＡおよび眼（６８）に通じるビーム列の倍率によって決定付けられる。概して、照準
ビーム（２０２）は、焦点面において、ＵＦビーム（６）と同一ＮＡに近くあるべきであ
り、したがって、照準ビーム（２０２）は、ビーム結合器（３４）場所においてＵＦビー
ムと類似直径である。照準ビームは、眼の標的組織に対するシステムアライメントの間、
ＵＦビーム（６）の代理となるように意図されるので、照準経路の大部分は、前述のよう
なＵＦ経路を模倣する。照準ビーム（２０２）は、半波長板（２０６）および線形偏光子
（２０８）を通って進む。照準ビーム（２０２）の偏光状態は、所望の光の量が偏光子（
２０８）を通過するように、調節することができる。要素２０６および２０８は、したが
って、照準ビーム（２０２）のための可変減衰器として作用する。加えて、偏光子（２０
８）の配向は、ビーム結合器（１２６および３４）に入射する入射偏光状態を決定し、そ
れによって、偏光状態を固定し、ビーム結合器の処理量の最適化を可能にする。当然なが
ら、半導体レーザが照準ビーム光源（２００）として使用される場合、駆動電流は、光学
電力を調節するように変動することができる。照準ビーム（２０２）は、シャッタ（２１
０）および開口（２１２）を通って進む。システム制御シャッタ（２１０）は、照準ビー
ム（２０２）のオン／オフ制御を提供する。開口（２１２）は、照準ビーム（２０２）に
対して外側有効直径を設定し、適切に調節することができる。眼において、照準ビーム（
２０２）の出力を測定する、較正手技は、偏光子（２０６）の制御を介して、照準ビーム
（２０２）の減衰を設定するために使用することができる。照準ビーム（２０２）は、次
に、ビーム調整デバイス（２１４）を通過する。ビームの直径、発散、真円度、および非
点収差等のビームパラメータは、１つ以上の周知のビーム調整光学要素を使用して、修正
することができる。光ファイバから出現する照準ビーム（２０２）の場合、ビーム調整デ
バイス（２１４）は、意図されたビームサイズおよび平行化を達成するために、単に、２
つの光学要素（２１６および２１８）を伴う、ビーム拡張望遠鏡を含む。平行化の程度等
の照準ビームパラメータを決定するために使用される最終要因は、眼（６８）の場所にお
いて、ＵＦビーム（６）と照準ビーム（２０２）とを一致させるために必要とされるもの
によって決定付けられる。色差は、ビーム調整デバイス（２１４）の適切な調節によって
、考慮することができる。加えて、光学系（２１４）は、開口（１４）の共役場所等の所
望の場所に開口（２１２）を結像するために使用される。照準ビーム（２０２）は、次に
、好ましくは、ビーム結合器（３４）後のＵＦビーム（６）への整列位置合わせのために
調節可能である、折畳鏡（２２２および２２０）に反射する。照準ビーム（２０２）は、
次いで、ビーム結合器（１２６）に入射し、そこで、照準ビーム（２０２）は、ＯＣＴビ
ーム（１１４）と組み合わせられる。ビーム結合器（１２６）は、照準ビーム（２０２）
を反射させ、ＯＣＴビーム（１１４）を透過させ、両波長範囲において、ビーム連結機能
の効率的動作を可能にする。代替として、ビーム結合器（１２６）の透過および反射機能
は、逆にして、構成を反転することができる。ビーム結合器（１２６）に続いて、照準ビ
ーム（２０２）は、ＯＣＴビーム（１１４）とともに、ビーム結合器（３４）によって、
ＵＦビーム（６）と組み合わせられる。
【００２３】
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　眼（６８）上または眼（６８）内の標的組織を撮像するためのデバイスは、撮像システ
ム（７１）として、図１に図式的に示される。撮像システムは、標的組織の像を生成する
ためのカメラ（７４）および照明光源（８６）を含む。撮像システム（７１）は、所定の
構造を中心とするパターンを提供するため、またはその中にパターンを提供するために、
システムコントローラ（３００）によって使用され得る像を収集する。視認するための照
明光源（８６）は、概して、ブロードバンドかつ非干渉性である。例えば、光源（８６）
は、示されるように、複数のＬＥＤを含むことができる。視認光源（８６）の波長は、好
ましくは、７００ｎｍから７５０ｎｍの範囲内であるが、視認光を、ＵＦビーム（６）お
よび照準ビーム（２０２）のためのビーム経路と結合させるビーム結合器（５６）によっ
て対応される任意のものであることができる（ビーム結合器５６は、視認波長を反射する
一方、ＯＣＴおよびＵＦ波長を透過させる）。ビーム結合器（５６）は、部分的に、照準
ビーム（２０２）が視認カメラ（７４）に可視となり得るように、照準波長を透過させ得
る。光源（８６）正面の随意の偏光要素（８４）は、線形偏光子、４分の１位相差板、半
波長板、または任意の組み合わせであることができ、信号を最適化するために使用される
。近赤外線波長によって発生されるような疑似色像も、容認可能である。光源（８６）か
らの照明光は、ＵＦおよび照準ビーム（６、２０２）と同一対物レンズ（５８）および焦
点レンズ（６６）を使用して、眼に向かって下方に方向付けられる。眼（６８）内の種々
の構造から反射および散乱される光は、同一レンズ（５８および６６）によって収集され
、ビーム結合器（５６）に向かって後方に方向付けられる。そこで、戻り光は、ビーム結
合器および鏡（８２）を介して視認経路内に戻り、そして、カメラ（７４）上に方向付け
られる。カメラ（７４）は、例えば、限定されないが適切に定寸された形式の任意のシリ
コンベースの検出器アレイであることができる。ビデオレンズ（７６）は、カメラの検出
器アレイ上に像を形成する一方、光学要素（８０および７８）は、それぞれ、偏光制御お
よび波長フィルタリングを提供する。開口または絞り（８１）は、撮像ＮＡの制御、した
がって、焦点深度および被写界深度を提供する。小さな開口は、患者ドッキング手順を補
助する大きな被写界深度の利点をもたらす。代替として、照明およびカメラ経路は、切り
替えることができる。さらに、照準光源（２００）は、直接可視ではないが撮像システム
（７１）を使用して、捕捉および表示され得る赤外線を放出するようにすることができる
。焦点レンズ（６６）が角膜と接触した場合に標的構造がシステムのＸ、Ｙ走査の捕捉範
囲内にあるように、粗調節位置合わせが通常必要とされる。したがって、システムが接触
状態（すなわち、患者の眼（６８）と焦点レンズ（６６）との間の接触）に接近するにつ
れ、患者の動きを好ましく考慮するドッキング手技が好ましい。視認システム（７１）は
、焦点レンズ（６６）が眼（６８）と接触する前に、患者の眼（６８）および他の顕著な
特徴が見え得るように、焦点深度が十分に大きくなるように構成される。好ましくは、運
動制御システム（７０）が全体的制御システム（２）内に統合され、患者、システム（２
）またはそれらの要素、あるいは両方を移動させ、焦点、すなわち、「コンタクト」レン
ズ（６６）、その筐体、および／または眼（６８）間の正確かつ確実な接触を達成し得る
。さらに、後述のように、真空吸引サブシステムおよびフランジがシステム内に組み込ま
れ、焦点レンズ（６６）、その付随筐体、および眼（６８）間のインターフェース接合を
安定化させるために使用され得る。一実施形態では、焦点レンズ（６６）を介した、シス
テム（２）の他の部分に対する、眼（６８）の物理的整列は、撮像システム（７１）の出
力を監視しながら、遂行され、ＩＯ（３０２）を介して、制御電子機器（３００）を用い
て、撮像システム（７１）によって電子的に産生される像を分析することによって、手動
でまたは自動的に、行われ得る。力および／または圧力センサフィードバックも、接触を
識別し、ならびに真空サブシステムを開始させるために使用され得る。
【００２４】
　図２Ａは、焦点レンズ（６６）構成の一実施形態を描写し、レンズ（６６）の遠位側面
（１７８）は、角膜（９４）と直接接触される。システム（８８）から出射する、走査さ
れるビーム（９０）は、レンズ（６６）の近位表面（１７６）を交差し、レンズ（６６）
を通過し、レンズ（６６）の遠位表面（１７８）を横断して出射し、角膜（９４）を交差
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し、最終的に、水晶体（６９）に到達し、切嚢術等の介入ステップを促進する。拡大図は
、図２Ｂに例証され、望ましくない角膜折畳（９６）の概念を実証しており、これは、角
膜のものより比較的に大きな曲率半径を有する、コンタクトレンズ（６６）構成によって
、角膜にかけられる過剰な圧平負荷と関連付けられ得る（そのような場合、比較的に大き
な圧平負荷がレンズ６６と角膜９４の比較的凸形状との間の表面接触を確実にするために
印加され得る）。我々は、角膜折畳（９６）が眼の内部への光学経路を劣化させ、眼の組
織とのレーザ相互作用の信頼性を低下させ得ることが見出した。さらに、また、概して、
診断および介入手技の間、眼内圧力を最小限にすることが望ましく、大きな圧平負荷は、
眼内圧力を上昇させる傾向にある。その結果、図３Ａ－３Ｃおよび４Ａ－４Ｅに描写され
る実施形態では、実質的に、典型的ヒト角膜のものに近い遠位表面曲率半径を伴う、焦点
レンズ（６６）を備え、したがって、以下にさらに詳細に説明されるように、実質的に、
圧平および／またはインターフェース接合負荷を緩和する。
【００２５】
　図２Ｃを参照すると、「一体型」インターフェースと称され得る、患者インターフェー
ス（１８２）の一実施形態が図１を参照して説明されるような診断および介入システムの
可動部分（１６０）とインターフェース接合されて示され、患者インターフェース（１８
２）は、角膜インターフェース（１３０）と、焦点レンズ（６６）を格納する、円錐形下
側筐体部分（１３２）と、診断および介入システムの可動部分（１６０）と機械的にイン
ターフェース接合および連結するように構成されている、近位側面を伴う、円筒形上側筐
体部分（１３４）とを備えている。図３Ａは、診断および介入システムの可動部分（１６
０）に取り外し可能に連結される、患者インターフェース（１８２）を伴う、類似構成を
例証する。図３Ｂは、図２Ｃおよび３Ａに描写されるもの等の患者インターフェース（１
８２）の拡大斜視図を示す。円筒形上側筐体部分（１３４）の近位側面は、診断および介
入システムの可動部分（１６０）と取り外し可能に連結するために構成されている、幾何
学的連結インターフェース（１３６）を形成する。図３Ｃは、図３Ｂの実施形態の横断面
図を例証し、円錐形下側筐体部分（１３２）内の焦点レンズ（６６）の位置ならびにレン
ズ（６６）の遠位表面（１４０）と角膜（９４）の直接インターフェース接合、および２
つの裂片間に真空チャネル（１４２）を生成し、約３００から６００ｍｍＨｇ等の印加さ
れる真空条件によって、角膜インターフェース（１３０）を角膜（９４）の表面に取り外
し可能に連結するために利用され得る、断面的に２つのローブ状の接触表面（１４２）を
含む、可撓性角膜インターフェース（１３０）の断面特徴（一実施形態では、シリコーン
等の可撓性材料を備えている）を示す。一実施形態では、レンズ（６６）の遠位表面（１
４０）は、係合構成を提供するように、平均ヒト角膜（９４）より若干大きい、約８．３
ｍｍに等しい曲率半径を有し、遠位表面（１４０）は、遠位表面（１４０）のほぼ中心に
おいて、角膜とゆっくりと係合し、次いで、係合増加および微量の圧平負荷に伴って、泡
および流体が接触中心から外向きに押し出され、最終的には、診断および介入目的のため
の比較的に清潔なインターフェース接合をもたらし得る。図３Ｃの描写における角膜の形
状は、無負荷（無圧平）形状であり、描写される実施形態では、遠位表面（１４０）と無
負荷角膜（９４）形状との間の意図的な不一致が存在することを例証する（実際の負荷シ
ナリオでは、表面は、前述のように、直接接触するであろう）。
【００２６】
　図４Ａ－４Ｅを参照すると、別の実施形態（「２部品型」実施形態と称され得る）が描
写されており、図２Ｃ－３Ｃに示されるもの等の構成は、診断および介入システムの上部
部分（１５２）および可動部分（１６０）との後の連結前に、底部部分（１４８）の便利
な手動操作配置を提供するために（すなわち、軽量ハンドル１５０の使用を通して）、分
解または分断され得る。一緒に、上部および底部部分（１５２、１４８）は、本明細書に
説明されるように、内部容積を画定し、眼にインターフェース接合されるように構成され
ている、「中空リザーバ筐体」を備え得る。上部および底部部分は、真空連結インターフ
ェース、締まり嵌め（すなわち、圧入）インターフェース、電磁連結インターフェース（
すなわち、電流が接合をもたらすために印加され、電流は、接合を解除するためにオフに
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され得る）、手動で作動される機械的インターフェース（すなわち、ラッチまたは継手が
手動で作動または移動され、インターフェースの係止または係止解除をもたらし得る）、
または電気機械的に作動される機械的インターフェース（すなわち、ラッチまたは継手が
ソレノイドまたは他のアクチュエータ等によって、電気機械的に作動または移動され、イ
ンターフェースの係止または係止解除をもたらし得る）を使用して、相互に取り外し可能
に連結され得る。図４Ａを参照すると、患者の顔（１４６）および眼（６８）が、眼（６
８）の角膜および／または強膜と連結された底部部分（１４８）とともに示され、真空ポ
ート（１５４）を用いて印加される真空負荷を使用して、図２Ｃ－３Ｃに示されるもの等
の可撓性インターフェースを角膜および／または強膜と取り外し可能な係合状態にする。
図４Ａに示される下側部分は、比較的に低質量および小さい断面２次モーメントを有し、
手によって、所望の位置まで容易に操作され、その後、真空がポート（１５４）を通して
印加され、一時的係合をもたらし得る。続いて、上部部分（１５２）が若干の締まり嵌め
（すなわち、スナップ嵌合等）を備え、前述のように、診断および介入システムの可動部
分（１６０）に連結され得る、組み立てられた２部品型患者インターフェース（１８４）
を形成し得る、機械的インターフェース接合（１５６）によって、底部部分（１４８）に
連結され得る。図４Ｃおよび４Ｄは、別のインターフェース接合実施形態を描写しており
、そこでは、バネクランプ（１５８）が利用され、底部部分（１４８）および上部部分（
１５２）を取り外し可能に連結し得る。図４Ｄは、図４Ｃの実施形態の横断面図である。
図４Ｅは、別のインターフェース接合実施形態を描写しており、そこでは、回転可能コレ
ットタイプ連結部材（１６２）が利用され、底部部分（１４８）に対する連結部材（１６
２）の手動操作回転によって、底部部分（１４８）および上部部分（１５２）を取り外し
可能に連結し得る。
【００２７】
　図５Ａ－５Ｃは、別の２部品型患者インターフェース（１８６）実施形態（この実施形
態は、液体インターフェース２部品型実施形態と称され得る）を描写しており、前述のも
の（要素６６）と同様の焦点レンズ要素（９２）等の光学要素を備えているが、焦点レン
ズ要素（９２）の遠位表面（１７８）は、角膜（９４）および／または強膜の表面と直接
接触せず、むしろ、焦点レンズ要素（９２）の遠位表面（１７８）と角膜（９４）および
／または強膜との間に介在する、液体層（１７２）が存在する。光学要素（９２）は、近
位表面および遠位表面を有し、遠位表面は、凸状表面であり得る。一実施形態では、光学
要素（９２）の遠位表面は、直接、液体層とインターフェース接合され（すなわち、浸漬
または直接暴露される）、眼と光学要素（９２）との間の一体化接続として、液体層を残
す。一実施形態では、液体層は、約２立方センチメートルの液体を備え得る。液体は、水
、生理食塩水、油（シリコン油等）、眼科的粘弾性ゲル、またはペルフルオロカーボン液
体等の材料を備え得る。描写される２部品型実施形態では、光学要素（９２）は、患者イ
ンターフェースの上部、すなわち、近位部分（１５２）に固定して連結される。別の実施
形態では、光学要素（９２）は、患者インターフェースの底部、すなわち、遠位部分（１
４８）に固定して連結され得る。図５Ａに示されるように、円錐形底部部分（１６０）は
、一体型および２部品型患者インターフェース構成を参照する前述のものと同様に、可撓
性インターフェース（１３０）に連結される。前述の実施形態と同様に、可撓性インター
フェース（１３０）は、その間に真空空間が介在し、眼の組織に対して、密閉部材の真空
によってもたらされる連結を促進する、２つ以上の円周層を備え得る、柔軟な円周密閉部
材を備え得る（例えば、調整された機械的真空ポンプ等の真空デバイスを使用して、印加
または発生され得る、約２００ｍｍから約６００ｍｍＨｇの真空負荷を使用して）。円周
層のうちの少なくとも１つは、先細になる、断面形状を有し（すなわち、眼組織により直
に隣接する、先細のより小さい部分を伴う）、円周層のうちの少なくとも１つは、少なく
とも部分的に球状である形状（すなわち、球状形状のスライスに類似する）を備え得る。
手動操作ハンドルは、底部部分（１６０）に連結され、図１を参照して説明されるもの等
の診断および介入システムの可動部分（１６０）に取り外し可能に連結されるように構成
される（例えば、機械的連結インターフェース、真空、または他の取り外し可能連結手段
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を使用して）、底部部分の上部部分（１６６）へのインターフェース（１６８）係合前に
、比較的に低質量および慣性底部部分（１６０）の角膜および／または強膜への容易な連
結を可能にする（例えば、真空ポート１５４を通して、真空によって提供される連結保定
によって）。図５Ａ－５Ｃに示されるように、インターフェース係合（１６８）は、好ま
しくは、液体層（１７２）が外部環境（すなわち、患者検査または手術室の大気圧構成）
に開放され、追加の流体が直接灌注または注射器によって添加され得るように（すなわち
、描写されるアクセス特徴１６５のうちの１つを通して）構成される。同様に、液体は、
重力に対して、患者および／または患者インターフェースの配向を変化させ、液体を流出
させることによって、（すなわち、描写されるアクセス特徴１６５のうちの１つを通して
）、封入されていない環境から流出され得る。アクセス特徴（１６５）は、液体層（１７
２）のための画定された容積と近傍大気との間の直接アクセスを提供する、１つ以上の通
気孔、ポート、窓、または同等物を備え得る。液体層（１７２）が外環境への即時アクセ
スを有する、「開放構成」（液体の容積が少なくとも一時的に、タンクまたは他の構造内
に封入され得る、閉鎖または封入構成とは対照的に）とみなされる、そのような構成は、
以下のいくつかの理由から、有利である。ａ）開放は、より容易な充填、再充填、および
排出を可能にする、液体層として、患者インターフェース内に貯留される流体への即時ア
クセスを可能にする。ｂ）開放は、２部品型設計を連結時、流体を漏出可能にする。その
ような容易な漏出がない場合、望ましくないインターフェース圧力が構築および／または
蓄積され得る。ｃ）開放は、ガスをより容易に漏出可能にし、ガスは、典型的には、泡と
して液体層環境内に現れ、部分最適に光学シナリオを変化させる（すなわち、治療ビーム
忠実性を歪曲させ、混濁または他の望ましくない光学歪みを生じさせ得る）。図５Ｂおよ
び５Ｃは、図５Ａの２つの若干異なる横断面図を示す。図５Ｂを参照すると、液体層（１
７２）は、相互に物理的に接触しない、焦点レンズ（９２）の遠位表面（１７８）と角膜
（９４）および／または強膜との間に介在されて示される。液体層（１７２）は、光透過
性媒体として作用する。描写される実施形態では、液体層は、底部部分（１６４）および
上部部分（１６６）のインターフェース（１６８）連結前は、自由に、底部部分１６４内
を浮遊する（すなわち、液体層１７２は、底部部分１６４が図５Ｃに示される真空ポート
１５４に接続される、真空チャネル１７０を通して、真空が送給され得る、２つのローブ
唇状部分１４４を使用して、角膜９４および／または強膜に連結された後、底部部分１６
４の底部に重力によって静置する）。一実施形態では、２つのローブ状可撓性密閉部（１
４４）の外径は、約２１ｍｍであり、内径は、約１４．５ｍｍであり、角膜輪部減張切開
術等の角膜切開を含むが、それらに限定されない、広範囲の介入レーザ切除に利用可能な
約１４ｍｍのクリアな開口を残す。液体インターフェースの追加の利点の１つは、レンズ
要素（９２）の光学特性が直接接触式レンズ要素（例えば、前述の要素６６）のように、
近位および遠位面曲率半径の解剖学的適合を考慮せずに、最適化され得ることである。さ
らに、焦点レンズ（９２）に対する材料選択により自由度がある。一実施形態では、焦点
レンズ（９２）は、Ｓｃｈｏｔｔ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．（Ｅｌｍｓｆ
ｏｒｄ、ＮＹ）から商標名「ＢＫ－７」（ＲＴＭ）の下で市販の約１３ｍｍ厚の材料片を
備え、レンズ（９２）は、約２４５ｍｍの凸状近位表面曲率半径および約６８ｍｍの凸状
近位表面曲率半径を有する。加えて、角膜（９４）および／または強膜からのレンズ（９
２）の変位は、水晶体の粒子汚染を伴わずに、レーザを介して、前角膜および／または強
膜表面切除をより促進する。例えば、図１を参照して説明されるシステムにおいて、利用
可能なようなＯＣＴ撮像は、角膜（９４）および／または強膜と集束要素（９２）との間
の流体間隙の寸法を確認するために利用され得る。一実施形態では、液体または流体層（
１７２）は、生理食塩水を備えている。他の実施形態では、液体は、カスタマイズされた
分散性、屈折性、泡防止性、および他の品質によって、規定され得る。
【００２８】
　別の実施形態では、患者インターフェース構造（１４８、１５２）の２つの主要な一時
的または取り外し可能に連結可能な部分は、図４Ａ－５Ｃに関する前述のものと同じ特徴
を伴うが、そのような部分（１４８、１５２）間に分断可能インターフェースを伴わない
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、「一体型」液体促進患者インターフェースの形態において、より恒久的に連結され得る
（すなわち、手技の前または部品の製造の際のいずれかにおいて、互に固定して連結され
るか、あるいは１つの構造として一緒に形成される）。
【００２９】
　図６Ａ－６Ｄを参照すると、前述のもの等の構成を利用する、種々の実装実施形態が例
証される。図６Ａを参照すると、術前診断および患者準備ステップ（３２０）に続いて、
患者は、患者インターフェースドッキングに対して、実質的に、水平位置に位置付けられ
得る（３２２）（すなわち、１つまたは２つの部品実施形態を使用時、重力に逆らわない
ことを所望するため。さらに、液体インターフェース２部品実施形態では、底部部分から
液体が溢出しないことが明らかに望ましい）。患者インターフェースがシステムの可動部
分に連結された状態において（３２４）（すなわち、機械的インターフェース連結、真空
連結等によって）、可動部分は、患者の角膜および／または強膜（３２６）に対して、患
者インターフェースを望ましいインターフェース接合位置に移動させるために利用され、
患者インターフェースは、角膜および／または強膜に取り外し可能に連結され得る（例え
ば、真空、あるいは機械的負荷または圧力を使用して、液密密閉を生成し、眼を安定化す
る役割も果たし得る）（３２８）。ドッキング完了状態において、手技が術中撮像ととも
に、施行され得る（３３０）。手技完了後、患者インターフェースは、角膜および／また
は強膜から分断され得る（すなわち、真空を解除することによって）（３３２）。
【００３０】
　図６Ｂを参照すると、別の実施形態が描写されており、最初の２つおよび最後の２つの
ステップは、図５Ａの実施形態におけるものと同一であるが、中間ステップは、眼に、そ
れ自体（すなわち、２つの部品）に、および近位において、システムに取り外し可能に連
結可能である、２部品型患者インターフェース構成を提供するステップ（３３４）と、底
部部分を角膜および／または強膜に取り外し可能に連結するステップ（３３６）と、シス
テムを、上部部分が底部部分に連結されると、システムに容易に連結され得る、位置に移
動させるステップ（３３８）と、上部部分をシステムに連結するステップ（３４０）とを
含む。
【００３１】
　図６Ｃを参照すると、図６Ｂのものに類似するが、実施形態が描写されており、底部部
分が角膜および／または強膜に連結された後、液体を底部部分に添加する（すなわち、そ
の中に灌注する、注射器によってそれを注入する等によって）、中間ステップ３４２の追
加を伴う（すなわち、液体インターフェース２部品型患者インターフェース構成を収容す
るために）。図６Ｄは、図６Ｃのものに類似する実施形態を例証しているが、液体層は、
底部部分が角膜および／または強膜に完全に連結される前に（３３６）、追加され得る（
３４２）。そのような構成は、底部部分と角膜および／または強膜との間において、続い
て、真空システム内への液体の漏出につながり得る。
【００３２】
　本発明の種々の例示的実施形態が本明細書に説明される。非限定的意味において、これ
らの実施例が参照される。これらは、本発明のより広範に適用可能である実施形態を例証
するために提供される。
【００３３】
　この主題診断または介入手技を行うために説明されるデバイスのいずれも、そのような
介入を実行する際に使用するためにパッケージ化された組み合わせにおいて提供され得る
。これらの供給「キット」はさらに、使用説明書を含み、そのような目的のために一般的
に採用される滅菌トレイまたは容器内にパッケージ化され得る。
【００３４】
　本発明は、この主題デバイスを使用して行われ得る、方法を含む。方法は、そのような
好適なデバイスを提供する作用を備え得る。そのような提供は、エンドユーザによって行
われ得る。言い換えると、「提供」作用は、単に、エンドユーザがこの主題方法において
、必要デバイスを取得し、それにアクセスし、アプローチし、位置付け、設定し、作動さ
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の方法は、論理的に可能である、記載された事象の任意の順序において、ならびに記載れ
た事象の順序において、行われ得る。
【００３５】
　本発明の例示的実施形態は、材料選択および製造に関する詳細とともに、前述された。
本発明の他の詳細について、これらは、前述の参照の特許および刊行物と併せて理解され
得る。例えば、１つ以上の潤滑コーティング（例えば、ポリビニルピロリドン系組成物等
の親水性ポリマー、テトラフルオロエチレン等のフッ素重合体、親水性ゲル、またはシリ
コーン）が所望に応じて、移動可能に連結された部品の比較的に大きなインターフェース
表面等のデバイスの種々の部分と使用され、例えば、器具の他の部分または近傍組織構造
に対して、そのような物体の低摩擦操作または前進を促進し得る。同じことは、一般また
は論理的に採用されるような追加の作用の観点において、本発明の方法ベースの実施形態
に関しても該当し得る。
【００３６】
　加えて、本発明は、随意に、種々の特徴を組み込む、いくつかの実施例を参照して説明
されたが、本発明は、本発明の各変形例に関して想定されるように、説明または示される
ものに限定されない。種々の変更が説明される本発明に行われ得、均等物（本明細書に記
載される、または簡略化のために、含まれないかどうかを問わず）が、代用され得る。加
えて、値の範囲が提供される場合、その範囲の上限と下限との間の全介在値と、任意の他
の記述またはその記述範囲の介在値が本発明内に包含されることを理解されたい。
【００３７】
　また、説明される本発明の変形例の任意の随意の特徴は、独立して、または本明細書に
説明される特徴のうちの任意の１つ以上と組み合わせて、記載および請求され得ることが
想定される。単数形項目の参照は、同一項目の複数形が存在することの可能性を含む。よ
り具体的には、本明細書および関連付けられた請求項で使用されるように、具体的には、
別様に記載されない限り、単数形「ある（ａ）」、「ある（ａｎ）」、「該（ｓａｉｄ）
」、および「それ（ｔｈｅ）」は、複数の指示対象を含む。言い換えると、項目の使用は
、前述の説明ならびに本開示と関連付けられた請求項における対象の用語の「少なくとも
１つ（ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ）」を考慮に入れる。さらにそのような請求項は、任意
の随意の要素を除外するように起草され得ることに留意されたい。したがって、この陳述
は、請求項の要素の記載に関連した「単独で（ｓｏｌｅｌｙ）」、「単に（ｏｎｌｙ）」
、および同等物のようなそのような排他的な用語の使用か、または「否定的な（ｎｅｇａ
ｔｉｖｅ）」制限の使用に対する根拠として役立つことを意図している。
【００３８】
　そのような排他的な用語の使用がなければ、本開示と関連付けられた請求項における用
語「備えている（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、要素の所与の数字が請求項において列挙
されるか、または特徴の追加が特許請求の範囲に記述された要素の性質を変質させるとみ
なされるかにかかわらず、あらゆる追加の要素の包含を考慮に入れるものとする。本明細
書で具体的に定義されない限り、本明細書で使用される、すべての技術用語および科学用
語は、請求項の合法性を維持しながら、可能な限り広く一般的に理解されている意味が与
えられる。
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